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規則

町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成30年10月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第62号

町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例の施行期日を定める規則

4 

4 

4 

5 

町の名称、の変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年条例第39号)の施行期日は、平成30年11月1日とす

る。

金沢市消防団規則及び金沢市市民センター設置規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成30年10月31日
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金沢市長 山

⑨金沢市規則第63号

金沢市消防団規則及び金沢市市民センター設置規則の一部を改正する規則

(金沢市消防団規則の一部改正)

第 l条 金沢市消防団規則 (平成3年規則第 5号)の一部を次のように改正する。

野 之 義

別表第 1金沢市第三消防団の表金石分団の項中「金石本町」を「金石本町 金石通町 金石下本町 金石味噌屋

町」に改める。

(金沢市市民センター設置規則の一部改正)

第2条 金沢市市民センター設置規則 (平成13年規則第104号)の一部を次のように改正する。

第2条の表金沢市金石市民センターの項を次のように改める。

|金沢市金石市民センター

附 則

|金沢市金石通町3番凶

この規則は、平成30年11月 1日から施行する。

⑨金沢市告示第326号

主t
Eヨ 刀ミ

平成8年告示第54号(民生委員協議会を組織する区域について)の一部を次のように改正し、平成30年11月 1日か

ら効力を有するものとします。

平成30年10月31日

金沢市長 山 野 之 義

表金石地区の項中「金石相生町」の次に「、金石通町、金石下本町、金石味噌屋町」を加える。

⑨金沢市告示第327号

平成26年告示第72号 (金沢市児童館の指定管理者の指定について)で告示した事項に変更があったので、次のとお

り告示します。

平成30年10月31日

金沢市長 山 野 之 義

区分 変更前 | 変更後 | 変更年月 日

金沢市立金石児童館 金沢市金石西4丁目 5番30号|金沢市金石通町3番14号 |平成30年11月1日

⑨金沢市告示第328号

平成13年告示第59号(金沢市化製場等に関する法律施行条例第6条第 1項の規定による指定区域について)の一部

を次のように改正し、平成30年11月1日から効力を有するものとします。

平成30年10月31日

金沢市長 山 野 之 義

指定区域中「金石北4丁目」を「金石北4丁目 金石下本町金石通町」に、「金石本町」を「金石本町金石味

噌屋町」に改める。

⑨金沢市告示第329号

平成30年告示第119号(燃やすごみ等の収集等手数料の徴収事務の委託について)で告示した事項に変更があった

ので、次のとおり告示します。

平成30年10月31日

金沢市長 山 野 之 義
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氏 名
住所

変更前 一丁一 変更後

金沢市金石西4丁目 3番20号 |金沢市金石下本町146番20号

変更年月 日

沖豊 平成30年11月1日

⑨金沢市告示第330号

平成22年告示第121号 (金沢市における夜間景観の形成に関する条例の規定に基づく照明環境形成地域の指定及び

当該地域ごとの照明環境形成基準並びに夜間景観形成区域の指定及び当該区域ごとの夜間景観形成基準について)の

一部を次のように改正し、平成30年11月 1日から効力を有するものとします。

平成30年10月31日

金沢市長 山 野 之 義

第 1項の表 2の項中 「金石北3丁目」の次に「、金石下本町、金石通町」を、「金石本町」の次に「、金石味噌屋

町」を加え、同表7の項中 「金石北 1丁目」の次に「、金石下本町、金石通町」を、「金石西4丁目」の次に「、金

石味噌屋町」を加える。

第4項の表 2の項中「金石相生町」の次に「、金石下本町、金石通町」を、「金石西4丁目」の次に「、金石味噌

屋町」を加える。

⑨金沢市告示第331号

平成8年告示第47号(本市が設置する都市公園の名称、等について)の一部を次のように改正し、平成30年11月 1日

から効力を有するものとします。

平成30年10月31日

金沢市長 山 野 之 義

ド431:四日|金沢市一 を

ド431:石町紘 |金沢市町噌町3番

改める。
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教育委員会告示

⑨金沢市教育委員会告示第 7号

昭和53年教育委員会告示第 1号(金沢市指定文化財の指定及びその保持者又は保持団体の認定について)の一部を

次のように改正し、平成30年11月1日から効力を有するものとします。

平成30年10月31日

金沢市教育委員会教育長 野 口 ヲム
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本龍寺本堂・山門・土塀・鐘楼
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附 棟札

指定平成29年11月21日金沢市金石下本町 1番23号

宗教法人本龍寺
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附 棟札

改める。

⑨金沢市教育委員会告示第8号

昭和56年教育委員会告示第 5号(金沢市立小学校児童通学区域)の一部を次のように改正し、平成30年11月 1日か

ら効力を有するものとします。

平成30年10月31日

弘金沢市教育委員会教育長 野

表金石町小学校の項中「金石相生町」の次に「、金石通町、金石下本町、金石味噌屋町」を加える。

口

⑨金沢市教育委員会告示第 9号

平成27年教育委員会告示第8号(地区公民館の指定管理者の指定について)で告示した事項に変更があったので、

次のとおり告示します。

平成30年10月31日

弘

変更年月日

平成30年11月 1日

口

変更後

金沢市金石通町3番14号

野金沢市教育委員会教育長

変更前

金沢市金石西4丁目 5番30号

区分

金沢市金石町公民館

選 挙管理委員会告示

の一部を次のように改正し、平成30年11月 1日から効力

⑨金沢市選挙管理委員会告示第61号

昭和39年選挙管理委員会告示第18号(金沢市選挙投票区)

を有するものとします。

平成30年10月31日

金沢市選挙管理委員会

表第46投票区の項中「金石本町」の次に「、金石通町、金石下本町、金石味噌屋町」を加える。
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公営企業管理規程

金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成30年10月31日

金沢市公営企業管理者 桶

⑨金沢市選挙管理委員会告示第 7号

金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガ、ス供給に関する規程の一部を改正する規程

(金沢市水道給水条例施行細則の一部改正)

) 11 秀

第 1条 金沢市水道給水条例施行細則(昭和29年公営企業管理規程第 1号)の一部を次のように改正する。

別表中「金石北4丁目」を「金石北4丁目 金石通町 金石下本町 金石味噌屋町」に改める。

(金沢市ガス供給に関する規程の一部改正)

第2条 金沢市ガス供給に関する規程(昭和60年公営企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

別表第 1中 「金石相生町」を「金石相生町 金石通町 金石下本町 金石味噌屋町」に改める。

附則

この規程は、平成30年11月 1日から施行する。

。正誤

O平成29年11月21日付け金沢市公報第2920号

箇所 誤 正

上から 1行目 金沢市金石 3丁目 2番23号 金沢市金石西 3丁目 2番23号
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平成30年(2018年)10月31日印制 発行人

平成30年(2018年)10月31日発行 発行所

定価 120円 印刷所石川県金沢市玉鉾 4丁目 166番地
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